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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は「企業理念」及び「社是」を実現する重要な機能としてコーポレート・ ガバナンスを位置付け、コンプライアンスの確保、適切なリスク管理、適

時情報開示による経営内容の透明性の確保をベースとした効果的かつ効率的な経営を目指しております。

また、コーポレートガバナンスを経営上の重要課題の一つとして捉え、経営環境の厳しい変化に対応すべく意思決定の迅速化や経営監督機能を
充実するために各種施策等に取り組んでおります。

なお、企業倫理向上及び法令遵守等のコンプライアンス強化にも努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】

当社は、現在、海外機関投資家等の比率が比較的低く、コスト等を勘案し招集通知の英訳を採用しておりませんが、今後の株主構成における海
外投資家の比率を踏まえ、実施を検討することといたします。

また議決権電子行使プラットフォームの利用については今後検討してまいります。

【補充原則２－４－１】

当社は、持続的な成長を確保するため、女性や外国人をはじめとする様々な知見を有する人材を採用しており、特に中途採用に関しては、当社の
成長を促進させるために必要な多様性の確保にむけて社内環境の整備及び人材育成を進めております。具体的な目標数値は今後の検討課題と
いたします。

【補充原則３－１－２】

当社は、現在、海外機関投資家等の比率が比較的低く、英訳での情報開示を採用しておりませんが、今後の株主構成における海外投資家の比
率を踏まえ、実施を検討することといたします。

【補充原則３－１－３】

当社はサステナビリティへの取組みを重要課題として認識しており、CSR活動やSDGsへの取組状況などについて、決算説明資料で開示しており
ます。今後はさらに、経済価値・社会価値・環境価値を創出するというＥＳＧ視点を経営に取り込んだ具体的な経営戦略や経営課題についての情
報開示を検討してまいります。

【補充原則４－１－２】

当社は、株主、投資家の皆様に当社の経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくための情報開示の在り方として、四半期決算毎の決算説明
資料の開示および年２回の決算説明会を開催することとしております。

中期経営計画につきましては、株主へのコミットメントであるとの認識に立ち、中期経営計画の策定を開始しており、できる限り早急に開示できるよ
う努めます。また、中期経営計画の達成状況については年度ごとに精査し、次年度以降の計画に反映してまいります。

【補充原則４－１－３】

当社は、最高経営責任者(CEO)の後継者の育成は重大な経営課題であると認識しております。次期後継者としての最高経営責任者(CEO)の育成
計画については、内外の経営環境の変化や当社の今後の事業展開を考慮して取締役会において協議してまいります。

【補充原則４－２－２】

当社は、中長期的な企業価値向上に向けて、サステナビリティに関する基本方針の策定を検討課題としております。また、人的資本・知的財産な
どの経営資源の配分や事業戦略の実行が策定される基本方針に合致し、企業の持続的な成長に資するものであるかの評価を行う体制も同時に
検討してまいります。

【補充原則４－３－２】

最高経営責任者（CEO）等の後継者の計画について、企業理念や経営戦略等を踏まえ、経営陣幹部候補の育成とともに、将来、透明性・公平性
の高い後継者指名を行える体制を確立していきたいと考えております。

【補充原則４－３－３】

取締役会は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の

遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしておりま
す。

【原則４－１０．任意の仕組みの活用】

当社は、会社法が定める会社の機関設計のうち監査役会を設置しているほかは、委員会等は設置しておりません。

今後、統治機能の更なる充実を図るため、委員会や任意の仕組みの活用等について検討してまいります。

【原則４－１１． 取締役会 ・監査役会の実効性確保のための前提条件】



当社の取締役会における取締役は、

・事業あるいは会社業務に精通した業務執行者

・各分野における専門知識と豊富な経験を有する者

・企業経営の経験者である社外取締役

から、取締役会全体としての構成員のバランスを踏まえつつ、定款に定める上限員数の範囲内で選任されており、取締役会としての役割・責務を
実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成されております。

また、当社の監査役には、その役割を果たす上で必要な知識・経験・能力を有する者が選任されており、その中には、財務・会計・法務に関する十
分な知見を有する公認会計士１名、弁護士１名が含まれております。

なお、取締役会全体の実効性の分析・評価は、現在行っておりませんが、今後、取締役会の果たすべき役割について改めて整理するとともに、取
締役会評価の実施とその開示を検討課題としてまいります。

【補充原則４－１１－１】

当社の取締役会は自らが備えるべきスキル等について特に定めておりませんが、取締役会全体としての専門分野、経験、能力等、バランスと多
様性を考慮した構成としております。また社外取締役は上場会社で重要な役割を歴任し、企業経営に精通した経験者及び豊富な知識・経験を有
する専門家等で構成しております。取締役会の規模は、定款において15名以内と規定しており、適切な規模であると考えております。

各取締役の知識、経験、能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては開示に向けて検討してまいります。

【補充原則４－１１－３】

取締役会全体の実効性の分析・評価は、現在行っておりませんが、今後、取締役会の果たすべき役割について改めて整理するとともに、取締役
会評価の実施とその開示を検討課題としてまいります。

【原則５－２．経営戦絡や経営計画の策定・公表】

当社は現在、単年度の収益計画を策定し、決算説明資料で当社の経営戦略や財務状況と合わせて当社WEBサイトに掲載し、具体的な説明を決
算説明会等を通じて行っております。今後、中期経営計画の策定に当たっては、収益計画に加え、資本政策の基本的な方針策定、および収益力・
資本効率等に関する目標の提示のほか、その実現に向けた事業ポートフォリオの見直しや、経営資源の配分等の具体的な内容についても、株主
への説明を念頭に検討してまいります。

【補充原則５－２－１】

当社は、取締役会で承認された単年度の収益計画に基づき策定された各事業の戦略等について、決算説明資料で当社WEBサイトに掲載し、具
体的な説明を決算説明会等を通じて行っております。今後、中期経営計画の策定に当たっては、各事業の戦略及び経営資源の配分に関する基
本的な方針について定めるとともに経営環境の変化をふまえた定期的な事業ポートフォリオの評価・見直しを行う体制についても検討してまいりま
す。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

当社は、原則として、投資目的以外の目的、いわゆる政策保有株式を保有しないことを方針としており、2021年度現在、政策保有株式は保有して
おりません。

なお、有価証券の取得についてはその保有目的に関わらず、取締役会の要決議事項または稟議事項としており、保有のねらい・合理性について
説明を行う仕組みとしております。

【原則１－７． 関連当事者間の取引】

当社では、役員及びその近親者が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での要決議事項となっております。また、
当社及び子会社の役員と関連当事者との取引の有無については、毎期確認のアンケートを実施しており、取締役、監査役などの当社関係者や主
要株主がその立場を濫用して、当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止する体制を整えております。

なお、関連当事者との取引条件及び取引条件の決定方法等については、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しています。

（株主総会招集通知：https://www.yamano-hd.com/ir-info/general_meeting/）

（有価証券報告書：https://www.yamano-hd.com/ir-info/securities/）

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、従業員に対する福利厚生の一環として確定拠出年金制度を導入しており、アセットオーナーとして企業年金の積立等の運用には関与し
ておりませんが、従業員に対しては資産運用に関する教育・研修を実施しております。

【原則３－１．情報開示の充実】

当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの
観点から、企業理念や経営戦略、経営計画について、当社ホームページや決算説明資料にて開示しております。

（ⅰ）企業理念や経営戦略、経営計画は、当社ホームページ、決算説明資料にて開示しております。

（ⅱ）コーポレートガバナンスの基本方針は、当社ホームページ、コーポレートガバナンスに関する報告書、有価証券報告書にて開示しています。
コーポレートガバナンスに関する基本方針については、本「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の取り組みについて」により開示しており
ます。

（ⅲ）取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針は、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書、株主総会招集通知にて
開示しております。

（ⅳ）社外取締役及び社外監査役の選任方針については、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

（ⅴ）新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由は、株主総会招集通知にて開示しております。

（決算説明資料：https://www.yamano-hd.com/ir-info/presentation/）

（有価証券報告書：https://www.yamano-hd.com/ir-info/securities/）

（株主総会招集通知：https://www.yamano-hd.com/ir-info/general_meeting/）

【補充原則４－１－１】

当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、取締役会で意思決定される重要な事項について事前に議案の論点を整理し審議を行う
投資委員会、全般的業務執行方針の立案機関としての経営会議、各事業部の最高執行責任者・執行役員によるトレース会議を設け、経営の意
思決定と業務執行分離の確立を図っております。

取締役会は、法令及び定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」ならびに「役員規程」に規定された当社及びグループ会社の重要事項等



を決定しております。

投資委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役会で経営全般の重要な意思決定を行うに際し、議論の質や判断のスピード向上を図ること
を目的として、事前に議案の論点を整理し、審議を行う機関としております。

経営会議は、当社の全般的業務執行について方針並びに計画案の検討、その他重要事項の内容についての検証や調整等を行う機関としており
ます。

トレース会議は、取締役、監査役及び各事業部の執行責任者並びに取締役会が指名した執行役員で構成され、取締役会で決定された方針につ
いて、その具体的な課題・問題について協議・対応を行い、機動的に執行される仕組みとしています。

執行役員は、各事業部内に置かれる統括部門の責任者として配置され、上位組織で決定された事項に基づき、統括部門における業務遂行の実
施責任を負っています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、独立社外取締役を選任するための独立性については、東京証券取引所の上場規定が定める独立役員の要件及び会社法に定める社外
取締役の要件に準拠しており、当社としての特段の定めは設けておりませんが、専門的な知見に基づく客観的で適切な監督または監査と言った
機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

【補充原則４－１０－１】

当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬について、取締役会の審議により決定する
との考えから、任意の委員会は設けておりません。

今後、統治機能の更なる充実を図るため、委員会や任意の仕組みの活用等について検討してまいります。

【補充原則４－１１－２】

社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通
じ、毎年開示を行っております。

当社の社外取締役１名及び社外監査役２名は、当社グループ以外の他の上場会社の役員等を兼任しておりますが、業務執行取締役全員は当社
グループ以外の他の上場会社の役員は兼任しておらず、取締役の業務に専念できる体制となっております。また、常勤監査役は他社の役員は兼
任しておらず、監査役の業務に常時専念できる体制となっております。

（株主総会招集通知：https://www.yamano-hd.com/ir-info/general_meeting/）

（有価証券報告書：https://www.yamano-hd.com/ir-info/securities/）

【補充原則４－１４－２】

取締役に対しては、経営陣幹部より、会社の事業・財務・組織に関する説明や事業所の視察に加え、業界動向の情報提供などを行っております。
また、法律や会計・税務などの専門知識を有する社外監査役が在任しており、取締役会等において当該監査役により適宜、法令や関連知識の教
示を行うほか、外部セミナー・研修へ参加することにより、必要な知識の習得や自己研鑽に努めております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

当社では、代表取締役社長をトップとし、管理本部経営企画部が中心となり、公正、正確かつタイムリーな情報開示の姿勢をもって対応いたしま
す。

国内の機関投資家向けには半期ごとに代表取締役社長が出席する決算説明会を開催し、対話に努めるほか、機関投資家からの対話（面談）要
請については、管理本部IR担当はもとより経営トップ（又は経営陣）が積極的に対応いたします。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（検討中）】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、収益力のみならず、資本コストを踏まえた資本効率の向上を重要課題と認識
しております。

現在策定中の中期経営計画においては、収益計画に加え、資本政策の基本的な方針策定、および収益力・資本効率に関する目標の提示のほ
か、その実現に向けた事業ポートフォリオの見直しや、経営資源の配分等の具体的な内容についても、株主への説明を念頭に検討してまいりま
す。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ヤマノネットワーク 4,838,700 13.72

山野義友 3,848,500 10.91

山野愛子どろんこ美容株式会社 3,408,000 9.66

山野功子 2,118,100 6.01

株式会社ヤマノ 1,479,000 4.19

伊藤和則 1,333,000 3.78

ＵＢＳ　ＡＧ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ 1,062,300 3.01

YHC取引先持株会 917,500 2.60

YHC従業員持株会 853,200 2.42

山野美容商事株式会社 440,000 1.25

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――



親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

１．経営と執行責任の分離により独立性確保の明確化を進めています。

２．経営上の意思決定及び執行、監督に係る経営管理組織について業務執行体制及び管理体制を導入しております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

松尾茂 他の会社の出身者 ○

公文裕子 他の会社の出身者 ○

川嶋治子 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松尾茂 ○ ―――

松尾茂氏は、富士通株式会社において財務経
理本部シニアディレクターを務め、日本電産株
式会社においてはＣＦＯ兼管理統括部長を務
められるなど、長年にわたり企業での要職を歴
任し、財務会計及び管理部門の豊富な見識を
有しております。また株式会社ＳＨＩＦＴにおいて
は取締役副社長を務めた経験もあることから、
幅広い知見をもとに、当社の経営を監督してい
ただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴
することによりコーポレート・ガバナンス強化に
寄与していただくため、社外役員として社外取
締役の選任するものであります。同氏は、株式
会社東京証券取引所が定める独立性の要件を
満たしており、東京証券取引所有価証券上場
規程第436条の2に基づき、独立役員として選
定しました。

公文裕子 ○ ―――

公文裕子氏は、ミス・インターナショナル日本代
表(1967年)として選出されたことを契機に、国
内外の複数の美容学校を経て美容師資格を取
得した後、美容家として長年企業で美容指導や
商品開発などに携わる一方で山野美容芸術短
期大学の開学から携わるほか、各大学で美容
芸術・美容福祉分野の教育にもあたられてきま
した。「美と健康」をテーマにメディアで活動され
る傍ら、美容関連企業の株式会社エックスワン
では取締役副社長を務め、ミス・インターナショ
ナルを運営する一般社団法人国際文化協会や
一般財団法人ウエルネスアカデミーでは理事
を務めていることから、当社の企業理念に基づ
いた視点から、経営の監督とチェック機能を果
たしていただけると判断し、社外取締役として
選任するものであります。同氏は、株式会社東
京証券取引所が定める独立性の要件を満たし
ており、東京証券取引所有価証券上場規程第
436条の2に基づき、独立役員として選定しまし
た。



川嶋治子 ○ ―――

川嶋治子氏は、女性リーダー教育、ダイバーシ
ティに関する官公庁・上場企業のアドバイザ
リー、経営幹部育成教育プログラム開発、リー
ダー育成等を支援するウーマンズリーダーシッ
プインスティテュート株式会社代表取締役を務
めており、経営者として豊富な経験と幅広い見
識をもとに、当社の経営を監督していただくとと
もに、当社のダイバーシティ推進への助言を頂
戴し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与して
いただくため、社外取締役として選任するもの
であります。同氏は、株式会社東京証券取引
所が定める独立性の要件を満たしており、東京
証券取引所有価証券上場規程第436条の2に
基づき、独立役員として選定しました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、内部監査室と随時積極的に意見交換を行ない、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施して
います。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換
を行なっています。

当社の内部統制部門としては内部監査室が担当しており、内部監査室は監査役と毎月１回合同会議を実施し、情報共有を図るほか、コーポレー
ト・ガバナンス体制やグループ全体を視野に入れた経営管理体制の在り方につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と
内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

また監査役会は、会計監査人から年間の監査計画及び方針の説明を受け、意見交換を行っております。当事業年度の監査結果については、四
半期レビュー報告会・監査結果報告会を4回開催し、監査結果と共に、「監査上の主要な検討事項」について意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

福原　弘 弁護士 ○

灰原芳夫 公認会計士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役



d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

福原　弘 　 ―――

福原弘氏は、社外役員となること以外の方法で
会社経営に直接関ったことはありませんが、弁
護士として培われた専門的な知識・経験と幅広
い見識を当社の監査に反映して頂くため、社外
役員として当社監査役をお願いしているもので
す。

灰原芳夫 ○ ―――

灰原芳夫氏は、社外役員となること以外の方
法で会社経営に直接関ったことはありません
が、公認会計士としての培われた専門的な知
識・経験と幅広い見識を当社の監査に反映して
頂くため、社外役員として当社監査役をお願い
しているものです。同氏は、株式会社東京証券
取引所が定める独立性の要件を満たしており、
東京証券取引所有価証券上場規程第436条の
2に基づき、独立役員として選定しました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

該当事項はありません。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

2016年６月29日開催の第30回定時株主総会において、中長期的な業績向上への動機づけを明確にすることを目的として、業績連動型株式報酬
制度を導入することを決議いたしました。なお、2021年６月29日開催の第35期定時株主総会決議により、当該制度に係る報酬枠を設定しておりま
す。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社の取締役報酬については、有価証券報告書並びに事業報告にて全取締役及び監査役の総額を開示しており、その内容は次のとおりで

す。

取締役93,680千円、監査役17,550千円、合計111,230千円

なお、１億円を超える報酬の役員が存在しないため、総額報酬の開示としております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、1990年11月15日開催の第４回定時株主総会において年額180百万円以内と決議しております。また、業績連動型株式報酬については、2
016年６月29日開催の定時株主総会決議に基づき株式報酬制度「ＢＢＴ制度」を導入し、2021年６月29日開催の定時株主総会において、金銭報酬
とは別枠で、年額30百万円以内と決議しております。

取締役の報酬等の決定方針の概要は下記のとおりです。

役員報酬は、固定報酬である「基本報酬」、株主総会決議により支給される「賞与」、及び業績連動型の報酬である「株式報酬」により構成します。

「基本報酬」は株主総会で定めらえた報酬総額の範囲内で、取締役会にて役位、担当職務、貢献度等を総合的に勘案し決定され、月額固定報酬
として支給します。「賞与」は単年度の連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益の計画に対する達成度を基本として、個人別の額は、取
締役会にて役位、担当職務、貢献度等を総合的に勘案し決定されますが、賞与総額は基本報酬との合算で株主総会で決議された報酬総額を超
えない範囲とします。

「業績連動報酬」については、対象役員に対し、事業活動拡大と収益力向上をインセンティブとすることを目的とし、業績指標は、役位ごと、利益計
画の達成度や貢献度を評価する指標を設定されており、毎事業年度ごとに業績目標の達成度に応じたポイントを付与し、退任時に累積ポイントに
応じた株式が交付されます。

取締役の個人別の報酬等の額については、代表取締役会長及び代表取締役社長の報酬額を最上位として、役位が下がるにつれて報酬額を低
減することとしています。また業績連動報酬については、基本報酬に対する割合を7.5％～40％となるよう設計し、１年間の支給金額総額上限をあ
らかじめ定めており、また金銭による業績連動報酬と非金銭（株式）による業績連動報酬の概ねの割合を定めております。

取締役の個人別の基本報酬の額について権限を有する者は、取締役会から一任を受けた代表取締役としております。委任を受けた代表取締役
は、独立社外取締役の見解を踏まえて報酬の決定を行います。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役の職務を補助すべき専任のスタッフは配置していませんが、取締役会事務局を務める総務人事部スタッフ他関連部署の社員が、事前
の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っています。

社外監査役については、常勤監査役より経営会議やその他重要な会議に関する報告を社外監査役に対して随時行っている他、週１回実施してい
るトレース会議に社外監査役も参加してもうらなど、当社事業への理解を深めていただいております。

社外取締役及び監査役に対する情報伝達体制については、取締役会開催に際して事前に資料を配布するとともに、必要に応じて関連部署責任
者が取締役会の開催前に説明を行っており、当該案件への理解を促進し、取締役会における議論の活性化を図っております。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

太田功 顧問

当社と顧問契約を締結し、主に、M
&Aに関する業務全般に関する業
務全般に関するアドバイスを受け
ています。

勤務形態は非常勤であり、当社は
顧問料を支払っています。

2010/6/29

契約期間は1年と
し、契約終了時に
期間の1年延長を
相互の話し合いで
決定することとし
ています。

石塚三郎 顧問

当社と顧問契約を締結し、主に、M
&Aに関する業務全般に関する業
務全般に関するアドバイスを受け
ています。

勤務形態は非常勤であり、当社は
顧問料を支払っています。

2008/6/27

契約期間は1年と
し、契約終了時に
期間の1年延長を
相互の話し合いで
決定することとし
ています。

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

当社定款において、役付取締役として相談役を選任できる旨定めていますが、現在、相談役に選任している者はいません。

なお、2023年３月期においては、元代表取締役社長等に対して顧問料総額6,545千円を支払っています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は監査役会設置会社であります。会社の機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。そのほかに経営会議を設置し、
業務執行における意思決定の迅速化に努めております。

取締役会は、社外取締役３名を含む全取締役９名で構成され、毎月１回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経
営に関する重要な事項、などの意思決定及び監督を行っております。

監査役会は、社外監査役２名を含む３名で構成され、原則毎月１回の開催により、監査の方針・計画・方法、その他監査に関する重要な事項につ
いての意思決定を行っております。各監査役は取締役会等重要な会議に出席するほか、業務執行状況の監査を実施しております。

経営会議は、社長、取締役及びその他関連する重要な組織の長等をもって構成され、原則月１回の開催により、事業運営に関する円滑かつ迅速
な意思決定及び監督を行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しており
ます。

当社は、社外監査役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。

社外取締役は、監査役並びに内部監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言を行うこと等により、監査
役及び内部監査室と相互に連携し、事業運営を監督しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

電磁的方法による議決権の行使 2021年より電磁的方法による議決権の行使を導入しております。

その他 株主総会招集通知を、発送日前にTDnet および当社ウェブサイトに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
情報開示に関する基本方針を、当社のホームページへ掲載しております。

https://www.yamano-hd.com/ir-info/disc/

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期ごとに決算説明会の開催または動画配信をしております。 あり

IR資料のホームページ掲載
有価証券報告書、四半期報告書、ニュースリリース、決算短信等の掲載をして
おります。また、決算説明資料の掲載及び動画配信も行っております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部経営企画部に設置しています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

顧客や社会からの信頼されるための行動規範として倫理規程を制定しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)　当社は、法令等の遵守を徹底するため、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの維持・強化を図
る。その徹底を図るため、総務人事部は全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括し、内部監査室はコンプライアンスの状況を監査する。
また、法令等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を適用し、総務人事部、内部監査室及び顧問社会保険労務士事
務所に通報窓口を設置し、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないものとする。

2)　万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス委員会を通じ代表取締役社長、取締役会、監
査役に報告される体制を構築する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)　当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行い、取締役及び監査役がこれら文書等を直ちに閲覧できる体制とする。

2)　この社内規程と情報の管理については、監査役会の意見を得て、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針を
定めることを含めて対応する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　1)　取締役会及び経営会議において経営戦略・経営計画の策定や戦略的アクションの意思決定に必要な経営戦略リスクの評価を行なう。

　2)　各部門固有のリスクについては、それらの統括部門が関係部署と連携し、必要な規程、マニュアルの作成及びガイドラインの策定等を行い、
体制整備を進める。

　3)　不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を備えるものとする。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)　経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標
達成のために活動することとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行う。

2)　業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会
に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとする。

3)　日常の職務執行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業
務を遂行することとする。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1)　経営企画本部を子会社管理の担当部門とし、子会社の営業成績、財務状況その他の重要事な情報について定期的な報告を義務づける。

2)　当社取締役及び事業本部長並びに子会社取締役が出席するトレース会議を週１回開催し、事業部及び当社子会社において重要な事象が発
生した場合には、その報告を義務づける。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事項

　　監査役は、財務経理部、総務人事部及び内部監査室に対してその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めることができるものとし、当該使
用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

　　監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事異動、
人事評価、懲戒は監査役会の意見を尊重した上で行なうものとする。

８．当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役又は監査役会に報告するための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制

　　当社及び子会社の取締役及び使用人等は、会社に重大な損失を与える事項が発生又は発生するおそれがあるとき、違法又は不正な行為を
発見したとき、その他監査役会が報告すべきものを定めた事項が生じたときは、監査役又は監査役会に報告するものとし、報告したこと理由とし
て、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないものとする。

９．監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項

　　監査役が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他外部専門家に相談することができる。その費用については会社が負担するものと
し、速やかに監査費用の前払い又は償還の手続きに応じるものとする。

　

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法律・会計の専門家を活用することができる。

11．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令の定めに従って、財務報告に係る内部統制システムを構築し、そ
の有効性を評価、報告する体制を整備し運用する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方について

当社は、社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、これらの反社会的勢力に対しては、組織的に毅然とした態

度で対応いたします。

２． 反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況について

当社は、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方に基づき、役員および全社員へ周知徹底しています。なお万一、反社会的勢力から不当

要求を受けた場合の対応部門を総務人事部と定め、関係部門と協議し、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携して対応しておりま

す。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現時点において特別な防衛策の制定はありませんが、今後も引続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

〈コーポレート・ガバナンス体制〉

当社は、社会の変化に対応し、コーポレート・ガバナンス体制を適時見直しをはかってまいります。

当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の体制図をご参照ください。

〈適時開示体制の概要〉

当社は、管理本部長を情報管理責任者、管理本部管轄である財務経理部が適時開示の担当部門としています。

決定事実及び発生事実に関する情報は、各部門責任者より情報管理責任者及び財務経理部が情報を収集・管理し、適時開示規則に定められた
事項に該当するか否かの判断を行っております。

情報責任者は、重要な決定事実及び決算に関する情報について代表取締役に報告、取締役会に付議し、承認後速やかにその開示を行います。

また各部門責任者は、発生事実に該当する可能性のある情報を得た場合、速やかに情報管理責任者に報告し、情報管理責任者及び適時開示
担当部門である財務経理部は、報告を受けた情報のうち、発生事実に該当するものについて、速やかに代表取締役に報告の上、適時開示を行い
ます。

なお、財務経理部では経営企画本部と情報共有を行い、東京証券取引所への適時開示と同時に、当社ホームページ上にも適時開示後速やか
に、同一資料を開示しています。




